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１ 総則 

項 目 内 容 

(1)業務の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)法令等の遵守 

 

 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平 

成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５

条第１２項に規定する自立訓練（生活訓練及び宿泊型自立訓練）を行

う。 

  ・利用定員 

  自立訓練（生活訓練） ２０人 

宿泊型自立訓練    ２０人 

・ 障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入所事業を行う。 

・利用定員 ２人 

・ 事業採算性の観点から民間では収支バランスがとれにくい分野など 

を基本的な役割と考え，施設の運営を行う。 

具体的には，災害時等における他施設入所者の受け入れや他の社会 

福祉施設では引き受け困難な対象者の引き受け，施設でのサービスを 

必要とする利用者のセーフティネット（安全網）としての役割を担う 

こと。 

 

・ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号），同法施行令（昭和２２年 

政令第１６号），公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（平成１６年宮城県条例第４３号），情報公開条例（平成１１年宮城 

県条例第１０号），個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号）， 

財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号），公有財産規則（昭和３９ 

年宮城県規則第８号），その他の関係法令等を遵守する。 

・ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号），障害者総合支援法，障害

者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及

び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号），障害者

支援施設等条例（平成１８年宮城県条例第６７号），障害者支援施設

等条例施行規則（平成１８年宮城県規則第９７号），協定等その他の

関係規程を遵守し，施設の管理運営を行う。 

 

（注）施設の管理運営に関し，関係法令等が改正された場合には，当該 

改正後の法令等を遵守し，施設の管理運営を行う。 

 

２ 管理運営業務 

項 目 内 容 

(1)施設運営の基本的事

項 

 

 

（業務内容） 

 

 

 

 

・ 社会福祉法等関係法令の県立施設の設置目的に則った，適切な

施設運営が実施できる基本方針・事業計画を策定し，併せて管理

運営に関する諸規程を作成する。 

 

イ 基本方針，施設の運営目標，事業計画を策定すること。 

ロ 管理規程，経理規程等の諸規程を策定すること。 

ハ 施設運営に必要な帳簿を整備すること。 

ニ 必要職員を確保すること。 

ホ 事業計画書，事業報告書，人員配置計画等を作成し提出する

こと。 



項 目 内 容 

(2)施設の管理運営体制

の整備 

 

（業務内容） 

 

 

・ 施設の管理運営に必要な人事管理，財産管理，予算編成等の業

務を適正に実施する。 

 

イ 管理運営体制を整備すること。 

ロ 会計事務を適正に執行すること。 

ハ 経理事務を適正に執行すること。 

(3)内部チェック体制 

 

 

（業務内容） 

 

・ 不祥事を未然に防止し，現金，通帳，印鑑等の適正な保管管理

体制の確立に努めること。 

 

イ 通帳，印鑑を適正に保管すること。 

ロ 利用者預り金を保管する場合は，適正に取り扱うこと。 

(4)建物・設備等の保守

管理 

 

（業務内容） 

 

・ 建物・機械設備備品等が，安全確実に使用できるよう保守管理

業務を行う。また，建物の内外部や敷地内の清掃・警備を行う。 

 

イ 建物，設備等保守管理 

  ・空調設備 

     ・消防設備 

ロ 備品，造りつけ家具等保守管理 

ハ 外構施設保守管理 

ニ 建物の内部・外部の清掃，敷地内清掃，害虫駆除 

ホ 植栽管理業務 

ヘ 警備業務 

(5)利用者の生活環境等

の確保 

 

（業務内容） 

・ 生活の場としての施設環境を整備する。 

 

 

各室の清掃，衛生管理等を適正に実施すること。 

(6)苦情解決体制の整備 

 

 

 

 

（業務内容） 

 

 

・ 利用者の意向が十分反映された福祉サービスを提供するため，

利用者が福祉サービスに関する苦情を自由に申し出ることがで

きる環境を整え，福祉サービスに係る苦情を適切に解決するため

の体制を整備する。 

 

イ 苦情解決責任者，苦情解決担当者及び第三者委員を設置する

こと。 

ロ 苦情解決を適正に処理するための仕組みの構築に努めるこ

と。 

(7)自己評価及び自己点

検体制の整備 

 

 

（業務内容） 

 

 

・ サービスの提供主体が，自らサービスの質を評価点検すること

によって，良質かつ適切なサービスの提供を図るための体制を整

備する。 

 

イ 自己評価・自己点検体制の仕組みの構築に努めること。 

ロ 第三者評価の仕組みの構築に努めること。 

 

 

 

 



項 目 内 容 

(8)職員の確保と 

職員の資質向上 

 

 

 

 

 

イ適切な勤務条

件の確保 

 

（業務内容） 

 

・ 就業規則に基づく適切な勤務条件を整備・確保する。 

 

 

（イ）就業規則，給与規程，旅費規程を策定すること。 

（ロ）労働基準法上の許可・届出を適正に行うこと。 

（ハ）労働時間，夜間勤務時間の適正化に努めること。 

ロ職員の労働安

全衛生管理体

制の整備 

 

（業務内容） 

・ 職員の労働安全衛生管理体制を整備する。 

 

 

 

（イ）労働安全衛生管理体制を適正に整備すること。 

（ロ）職員健康診断を実施すること。 

ハ職員の資質向

上等人材育成 

 

（業務内容） 

・ 質の高いサービスを提供するため，職員の資質向上を図る。ま

た，人材育成や地域交流を図る観点から，実習生やボランティア

の受入等を行う。 

 

（イ）研修等職員の資質向上のための実施計画を策定し実施するこ 

と。 

（ロ）実習生・ボランティアを受け入れること。 

(9)事故発生時の 

体制の整備 

 

（業務内容） 

 

・ 利用者の事故等の未然防止に努めるとともに，事故等が発生し

た場合に備え適切な対応ができる体制を構築する。 

 

イ 事故発生時の連絡体制を整備すること。 

ロ 事故等の未然の防止や事故発生時における対応についての

対策を講じること。 

(10)防災防火体制の整

備・充実 

 

（業務内容） 

 

 

・ 防災防火体制を整備し，利用者と建物設備の安全を守る。 

 

 

イ 消防防災計画を策定し，消防防災体制を整備すること。 

ロ 避難体制・地域協力体制の整備に努めること。 

ハ 消防防災訓練を企画し，実施すること。 

ニ 非常通報装置等消防設備を適正に管理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項 目 内 容 

(11)施設利用者の 

    処遇等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ利用者の処遇

の充実 

 

（業務内容） 

 

・ 利用者個人の意向・希望を尊重した処遇を行い，質の高いサー

ビス提供に努める。 

 

（イ）自立訓練（生活訓練）を実施すること。 

（ロ）生活指導を行うこと。 

（ハ）健康増進指導を行うこと。 

（ニ）建物の内部，外部の清掃を実施すること。 

（ホ）給食業務を行うこと。 

（ヘ）洗濯業務を行うこと。 

ロ利用者の自

立・自活等へ

の支援と地域

生活移行の推

進 

 

（業務内容） 

 

 

・ 利用者の心身の状況や障害特性に応じた自立・自活への支援・

援助を行い，自立訓練等の具体的な取り組みを通して，利用者に

とって円滑な地域生活移行の推進に努める。 

 

 

 

（イ）地域生活移行に向けてのプログラム検討と，障害者の個々の

特性に合わせた具体的な地域移行計画の作成に努めること。 

（ロ）職場実習などを実施すること。 

（ハ）家族・市町村・障害福祉サービス事業者・関係機関との連携

を強化し，円滑な地域生活移行を支援すること。 

ハ利用者の障害

特性や状態に

対応した支援 

 

（業務内容） 

・ 利用者の個々の状況や障害特性に応じたサービスの提供に取り

組む。 

 

 

利用者の障害の重度化，重複化に対応した支援の充実に努めるこ

と。 

ニセーフティネ

ット機能の構

築 

 

（業務内容） 

 

・ 最も支援を必要とする人たちのニーズに応えるべくサービスの

提供を行うなどのセーフティネット的機能の構築に取り組む。 

 

 

他施設では引き受けが困難な障害者を受け入れ，適切なサービス

を提供すること。 

ホ緊急時の対応 

 

（業務内容） 

・ 大規模災害時の他，虐待その他緊急避難を要する障害者の受け 

入れとその保護を行うこと。 

 

緊急時に障害者の受け入れを行える体制を整備し，当該事由発生

時には迅速な受け入れとその保護を行うこと。 

 

 


